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◆社員の構成�（2023年3月31日現在）

◆審議員の構成�（2023年7月4日現在）

① 年齢別構成
年 齢 構成比率

    〜29（歳） 5.0（%）
30〜39 10.4
40〜49 16.8
50〜59 23.3
60〜69 19.1
70〜 25.4

② 地域別構成
地 域 構成比率
北海道 3.0（%）
東　北 7.7
関　東 28.9
中　部 17.2
近　畿 21.7
中　国 6.3
四　国 4.4
九　州 10.7

③ 保険種類別構成（契約件数）
保険種類 構成比率

個
人
保
険

死亡保険

終身保険 15.4（%）
定期付終身保険 10.5
利率変動型積立終身保険 23.6
定期保険 0.6
その他 14.8

生死混合
保険

養老保険 1.3
定期付養老保険 0.1
生存給付金付定期保険 1.1
その他 1.8

生存保険 0.0
個人年金保険 30.7

（注）剰余金の分配（社員配当金）のない保険契約を除いております。

※�社員の職業別構成及び社員資格取得時期別構成に�
関するデータは保有していません。

◆総代の構成�（2023年4月1日現在）
① 年齢別構成

年 齢 構成比率
    〜29（歳） 0.6（%）
30〜39 8.4
40〜49 27.4
50〜59 34.1
60〜69 27.9
70〜 1.7

年齢別構成
年 齢 人 数 

    〜59（歳） 2（名）
60〜69 9
合　計 11（名）

② 地域別構成
地 域 構成比率
北海道 6.1（%）
東　北 4.5
関　東 31.8
中　部 13.4
近　畿 23.5
中　国 6.1
四　国 4.5
九　州 10.1

⑤ 社員資格取得時期別構成
社員資格取得時期 構成比率

        　　〜2002年度 29.6（%）
2003年度〜2007年度 7.8
2008年度〜2012年度 15.1
2013年度〜2017年度 35.8
2018年度〜        　　 11.7

③ 保険種類別構成（契約件数）
保険種類 構成比率

個
人
保
険

死亡保険

終身保険 14.0（%）
定期付終身保険 4.0
利率変動型積立終身保険 22.1
定期保険 0.0
その他 21.8

生死混合
保険

養老保険 0.6
定期付養老保険 0.0
生存給付金付定期保険 3.2
その他 2.6

生存保険 0.0
個人年金保険 31.8

（注）剰余金の分配（社員配当金）のない保険契約を除いております。

④ 職業別構成
職 業 人  数 構成比率

会社員 35 19.7（%）
主婦 7 3.9
大学教授 3 1.7
言論界・ジャーナリスト 0 0.0
弁護士・医師 7 3.9
自営業 64 36.0
会社役員 36 20.2
その他 26 14.6

（注1）�職業別の構成比率は金融庁あて報告基準に基づいて算出しており
ます。

（注2）�2023年7月4日現在の内容です。
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◆総代会の主な質疑応答

回　答
●中流層の生活責任世代は、もっとも保険が必要となるお
客さまであるとともに、格差の拡大等に伴う独身の増加
や、世帯構成・人口構成の変化、購買行動や嗜好の多様化・
分散化がさらに進んでいくものと認識しております。こ
のような想定のもと、お客さまの幅広いニーズに一層お
応えすべく、マルチチャネル・マルチプロダクト戦略を
進めており、子会社を含めグループ一体でのお客さま接
点の拡大、商品・サービスの開発・提供を行ってまいりま
す。

●具体的には、営業職員チャネルでは、健康増進や医療、介
護・就労不能、資産形成等の総合保障ニーズに対して、コ
ンサルティングに基づく商品やサービスを提供しており、
一方、金融機関や保険ショップ等の代理店チャネルでは、
生涯にわたる安定的な資産形成ニーズやシンプルで分か
りやすい医療ニーズに対しての商品、サービスを提供し
ております。

●また、経済格差等の拡大は大きな社会課題の１つである
と認識しており、格差解消に向けた取組みとして、特に金
融リテラシーを高めるための教育の重要性が高まってお
ります。こういった中で、２０２２年度からの高等学校
の家庭科における金融教育必修化の一環として、当社で
はこれまで約４０校の中学校や高等学校における出張授
業、立命館大学および九州大学にて保険に関わる講義を
実施するなど、次世代の教育も支援してきております。

●若年層に向けた金融リテラシー教育の推進と合わせて、
一人ひとりのニーズに合った魅力的で分かりやすい商品
の開発を進め、お客さまに寄り添ったコンサルティング
を通じて適切な商品・サービスをご案内するという生命
保険会社としての使命を果たすことで、経済格差の拡大
の緩和に貢献し、ひいては、中流層といわれる方々にも寄
与していきたいと考えております。

●今後、デジタルや、さらなるイノベーションへの挑戦も行
いながら、さらに多様化が進むお客さまニーズに的確に
お応えし続けてまいります。

回　答
●当社の子育て支援の取組みは大きく分けて、社会全体に
向けたものと当社職員に向けたものがございます。

●まず、社会全体に向けた取組みとしては、子育て支援活
動の表彰や、子育て支援団体への助成等を行う「未来を
強くする子育てプロジェクト」、全国展開の学童保育支
援事業として企業初となる「スミセイアフタースクール
プロジェクト」、子供たちの情操教育支援を目的とした
「こども絵画コンクール」といった活動に取り組んでお
ります。加えて、子育て応援サービスや、プレコンセプ
ションケア、つまり、女性やカップルが、将来の妊娠やか
らだの変化に備え自分たちの生活や健康に向き合うた
めのサービスについて、他企業や自治体と知識、技術を
共有のうえ、新たなサービスを創出するための取組みも
進めております。

●次に、当社職員に向けた取組みとしては、育児休業を子ど
もが３歳になるまで取得可能とするなど、法令で義務付
けられている内容を上回る福利厚生制度を整備している
ほか、２０２３年４月からは、不妊治療を受ける場合に利
用可能な休暇・休職制度を導入しております。

●これら諸制度の定着・利活用促進に向けて、ハンドブッ
ク等の作成や、仕事と育児の両立に向けたセミナーなど
を実施することで、子育て中の職員がより活躍しやすい
環境づくりや職場風土の醸成にも取り組んでおります。

●このような取組みを通じて、当社は、「子育てサポート企
業」として厚生労働大臣が認定する「くるみん」の中でも、
より高い水準の取組みを行った企業を対象とする「プラ
チナくるみん認定」を受けております。

●引き続き、「サステナビリティ経営方針」に掲げた「豊かで
明るい健康長寿社会の実現に貢献する」という理念のも
と、子育て支援を積極的に推進してまいります。

　少子化が予想以上のスピードで進む中、経済格差
が教育にも影響し、格差の再生産と言った指摘もあ
ります。かつての一億総中流と言っていた時代から
は大きく変わっていますが、この中流層は保険会社
にとってコアとなるお客さまだと思います。中流層
の変化に対する認識と取組み方針をお聞かせいただ
きたい。

中流層の変化について

　現在、政府による子ども・子育て支援が話題ですが、
御社における「未来を強くする子育てプロジェクト」
の方針をお伺いします。
　御社従業員には一人親世帯、障がい児を育ててい
る世帯があると思います。子育てを社会全体で行う、
また、会社が社員を支援する福利厚生的な具体策が
あれば、お伺いしたいと思います。

子育て支援について①

　住友生命様の封筒に「くるみんマーク」が印刷され
ているのを見たのですが、どのようなものなのか。
今後どんな子育てサポートをされるのか詳しく教え
てください。

子育て支援について②
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回　答
●“住友生命「Vitality」”の保険料の払込方法は、クレジッ

トカード払いおよび団体扱い、つまり給与引き去りの２
通りとしており、ご指摘のとおり、口座振替について現在
は対象外としております。

●“住友生命「Vitality」”は、他の保険と異なる特性が２点
ございます。
１点目は、保険料を払込みいただく保険契約と、利用料を
払込みいただくVitality健康プログラム契約の２つで構
成される商品であるということです。
２点目は、Vitality健康プログラムのステータスに応じ
て毎年保険料が変動するということです。

●このような特性を踏まえ、毎月この２つの契約の保険料
等を確実に収納することを前提に口座振替を行うにあ
たっては、お引き去りができなかった場合を想定した事
務対応やシステム構造が複雑化してしまうといった側面
がございました。また、新たに構築が必要となった
Vitality利用料の収納システムについても、口座振替に
比べて、クレジットカード払いの方がコスト面で優位性
がございました。

●そこで、“住友生命「Vitality」”発売当初は、より安定的か
つ確実な保険料収納を実現するために、払込方法をクレ
ジットカード払い等に限定して口座振替は取り扱わない
こととさせていただきました。

● 一 方 で、ご 意 見 を 頂 戴 しましたとおり、“ 住 友 生 命
「Vitality」”発売以降、デジタル決済も含め、決済手段の
進化、多様化が加速度的に進んでおり、それとともにお
客さまのニーズも多様化しているものと認識しており
ます。

●そのような環境変化も踏まえつつ、よりよい商品・サー
ビスを検討する中で、“住友生命「Vitality」”の保険料の
払込方法に関するお客さまの利便性向上につきましても、
引き続き研究・検討を重ねてまいります。

回　答
●新型コロナウイルス感染症については、入院給付金等の

お支払い増加に伴う財務面での影響もありましたが、５
類相当への分類変更に伴い、今後の影響は限定的になっ
ていくものと考えております。

●一方で、２０２０年以降のコロナ禍において、人々の生活
様式が大きく変化したことにより、デジタルツール等を
活用した非対面営業を可能とするなどの様々な取組みを
行ってまいりましたが、ポストコロナにおいても、コロナ
禍において構築した非対面インフラや各種デジタル化の
整備等については、今後の社会環境に適合させる形で、さ
らに発展させていく必要があると考えております。

●大規模な自然災害や感染症、サイバー攻撃等のリスク発
生時の備えとしましては、各種対策マニュアルやＢＣＰ

（業務継続計画）を策定しており、さらには、事象が起こっ
た際を想定した訓練を定期的に実施するなど、迅速かつ
適切な対応を行いうる態勢を整備しております。

●今後発生しうるリスクにつきましては、少子高齢化や人
口減少などに加え、気候変動、雇用環境や働き方の変化、
デジタル技術の更なる進展など、様々なリスクが当社事
業に影響を及ぼしうると認識しております。

●このような環境変化に対応し続けていくため、「サステナ
ビリティ経営方針」に基づき、保険や健康増進という領域
に加え、地域創生や地球環境といった社会課題の解決に
も積極的に取り組んでまいります。

　新型コロナウイルス感染症が５類扱いとなったこ
とが経営にどのような影響を与えると認識されてい
るか。また、今後どのようなリスクが生じると認識
されており、対応策の用意はあるのでしょうか。また、
自然災害、感染症、サイバー各々のリスクに対する 
ＢＣＰの取組みはできているのでしょうか。

各種リスクへの対応について

　Vitalityの保険料の払込方法は、団体扱いを除きク
レジットカード払いに限定されていると聞きました。
　多種多様なお客さまのニーズに応えるためには、
口座振替等他の払込方法も必要であると考えますが、
なぜ、クレジットカード払いに限定されているので
すか。

“住友生命「Vitality」”の保険料の払込方法について


